
区内循環バスの見直しに伴うパブリック・コメントの実施結果について 

 

 

区内循環バスの見直しについて、広くご意見を募集したところ、貴重なご意見・ご提案

をお寄せいただきました。 

ご意見・ご提案をいただいた方に厚く御礼を申し上げるとともに、今回いただいたご意

見などの概要、ならびにそれに対する区の考え方を公表します。 

 

 

 

１ パブリック・コメントの実施概要及び結果 

（１）公表資料 

区内循環バスのルート等の見直し案について 

 

（２）意見募集期間 

令和７年 12 月 25 日（木）から令和８年２月２日（月）まで 

 

（３）意見募集の周知及び公表方法 

ア 実施の周知 

・区のお知らせ 令和８年１月 11 日号 

・区ウェブサイト 令和７年 12 月 25 日（木）から 

 令和８年２月２日（月）まで 

・区公式 SNS（X、Facebook） 令和８年１月 14 日（水） 

イ 公表資料の閲覧方法 

・区ウェブサイト 

・都市計画部都市計画課窓口 

 

（４）意見提出方法 

郵送、ファックス、電子メール、電子申請システム又は持参 

 

（５）意見提出先 

都市計画部都市計画課 

 

（６）意見募集の結果 

意見者数：31 件、意見数：53 件 

なお、「２ パブリック・コメントの意見等の概要と区の考え方」に掲載の意見には 

パブリック・コメント実施に伴う区民説明会等で寄せられた意見も含む。 
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２ パブリック・コメントの意見等の概要と区の考え方 

（１）運行ルートに関する意見（18 件） 

 意見等の概要 区の考え方 

北西部ルートの見直しについて 

１ 北西部ルートは、押上駅と京成曳舟

駅間の利用者が多いため、押上駅に乗

り入れない見直し案は利用実態とあっ

ていない。 

北西部ルートの押上駅から京成曳舟

駅間は、区間別利用者が多くなってい

ますが、北東部及び南部ルートと比較

すると、年間乗車人数、区間利用者数の

いずれも特筆して多い状況であるとは

考えていません。 

また、ルートの見直しは、区民の移動

実態や区民アンケートなど、客観的な

データに基づき行っています。 

２ 北西部ルート北側の停留所は、利用

実態からも利用者が少ないため、廃止

することで１周あたりの所要時間を減

らすべきではないか。 

北西部ルートの北側は、利用者数が

少ないですが、区内循環バスを廃止す

ると、公共交通サービスが著しく低下

します（公共交通サービス圏域に空白

が生じる）。このことから、公共交通サ

ービス圏域に影響がない、他の公共交

通網が存在する地域を見直していま

す。 

北東部ルートの見直しについて 

３ 土曜・日曜・祝日に押上駅から北東部

ルートを利用しているが、京成曳舟駅

発に変更となると、徒歩での移動が増

え不便になる。 

ご不便をおかけしますが、押上駅か

ら京成曳舟駅間は、他の交通機関のご

利用もご検討いただけるようお願いし

ます。 

北東部新設ルート（平井延伸）の見直しについて 

４ 新設の平井駅までのルートは、既存

の北東部ルートと重複する部分が多

く、平井駅までのアクセスは都営バス

も運行しているため、過剰なサービス

となる可能性がある。他のルートに運

行の便数を振り分けたほうがよいので

はないか。 

上野から平井駅行きの都営バス（上

23 系統）は、八広地域を経由する路線

であり、新設ルートと運行する地域が

異なります。また、平井駅には、区民が

自転車を利用して移動している実態も

あるため、まずは新設ルートの実証運

行を実施し、効果検証を行ったうえで、

本格運行について検討します。 
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５ 新設のルートは江戸川区内を運行

し、平井駅付近にも停留所が設置され

ることとなる。墨田区が運行するバス

で江戸川区民も便益を受けることにな

るが、運行において江戸川区に費用負

担を求めているか。 

新設ルートは、実証運行を実施し、効

果検証を行ったうえで、本格運行の検

討を行います。その際には、江戸川区の

費用負担についても検討していきま

す。 

南部ルートの見直しについて 

６ 南部ルートの見直しにより、横網や

両国、千歳の地域からは、公共施設をは

じめ様々な場所へのアクセスが悪くな

るのではないか。 

南部ルートは、１周の長さが課題と

なっており、利用が少ない区間を見直

しています。横網や両国、千歳の地域

は、都営バスが高頻度に運行している

とともに、周辺に鉄道駅も位置してい

ますので、代替の交通が確保されてい

ると判断しています。 

７ 両国駅の周辺には複数の学校や同愛

記念病院、観光の主要な施設などが多

く、重要な拠点のはずである。区内循環

バスが通らないことは政策として損失

が大きいのではないか。 

区内循環バスの運行ルートは、区民

の移動実態等に基づき見直すことが適

切だと考えています。 

 なお、都市計画マスタープランでは、

両国地区を広域総合拠点として位置付

け、商業、業務など、多様な機能の集積・

育成を図る区内の重要な拠点として、

まちづくりを進めています。 

８ 墨東病院を経由するルートとしなか

った理由はなにか。 

南部ルートは、１周の長さが課題と

なっており、墨東病院を経由すると、１

周の所要時間が更に長くなるため、ル

ートに含めていません。墨東病院の近

傍には、都営バスが運行していますの

で、こちらもご利用いただければと思

います。 

９ 見直しによって、現行ルートと逆向

きに運行する区間ができると、既存の

利用者に大きな混乱を招き、定着まで

に時間を要すると思われる。 

現在の８の字運行を解消すること

で、運行ルートの分かりやすさや JR 両

国駅へのアクセス性など、利便性向上

を重視した見直しとしています。見直

し後に運行ルートが定着するまでの

間、ご不便をおかけしますが、ご理解の

ほどお願いします。 
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双方向運行について 

10 利便性の観点からすると、やはり双

方向運行が望ましいが、検討したか。 

仮に、現在の運転士人材によって全

てのルートで双方向運行を実施する

と、便数の半減（運行間隔が長くなる。）

などにより、移動サービスの低下が想

定されます。また、双方向運行に対応で

きる道路環境が整っていない箇所もあ

り、全ルートでの実現は難しいと考え

ています。 

その他ルートに関することについて 

11 区の北部は、南部と比較し交通の利

便性が良くないため、見直しで充実を

図ってほしい。 

区の北部では、区内循環バスを廃止

すると、公共交通サービスが低下する

ため（公共交通サービス圏域に空白が

生じる。）、運行ルートの見直しを行い

ませんでした。また、利用者数は少ない

状況にあるため、運行ルートを充実す

ることは難しいと考えています。 

12 ルート全般について、平日の日中な

ど、利用の少ない時間帯の便数を削減

することで、既存のルートを維持する

ことはできないのか。 

区内循環バスは、朝から夕方まで安

定的に利用されているため、日中も平

均的に運行便数を確保したほうがよい

と考えています。仮に、日中に減便を行

ったとしても、運転士の拘束時間を減

らすことはできず、効率的な運転士の

配置にはつながらないため、既存ルー

トの維持は難しいと考えています。 

13 観光から区民生活のための公共交通

に転換するのであれば、福祉的な視点

も踏まえ、抜本的にルートを見直すべ

きではないか。 

資料にもお示しのとおり、区内循環

バスの事業目的を区民生活のための公

共交通に転換する見直しとしていま

す。しかしながら、運行当初から区民の

利便性向上も事業目的の一つであった

ため、公共施設などへのアクセスにも

配慮されており、抜本的に見直す必要

はありませんでした。また、区内循環バ

スをはじめとする公共交通は、様々な

方が利用できるよう、合理的な配慮の

もと運行していますが、移動制約者に

対する移動サービスの充実について

は、墨田区地域公共交通計画の施策の



 

4 

 

一つとして検討していきます。 

14 各ルートの利便性を向上させるた

め、例えば区役所などを起終点にする

ことはできないのか。 

バスの運行における起終点は、運転

士の交代や時間調整のための停車も行

うことから、ある程度の広い空間が必

要となります。 

そのため、駅前の交通広場を起終点

としてルートを設計しています。 

15 新設のルートで江戸川区の平井駅へ

運行するのであれば、台東区など他の

区外へのルートも検討すべきではない

か。 

浅草など区内との移動が多く見られ

る地域もありますが、すでに鉄道や都

営バスといった他の公共交通機関によ

り、効率的なアクセスが担保されてい

るものと判断しています。 

16 曳舟たから通りから京成曳舟駅交通

広場に向かって左折する際には信号機

があるが、交通広場から曳舟たから通

りに出る際に信号機がなく、歩行者も

多いため、バスの運行に支障をきたす

可能性がある。 

見直し後には、京成曳舟駅に北西部

と北東部の２ルートが乗り込むことに

なるため、信号機を設置した方が良い。 

信号機設置の必要性については、今

後、交通管理者と協議します。 

17 見直し後のルートには、信号機の有

無や交通量、道路の整備状況から、バス

の運行に適していないと思われる箇所

がある。 

運行事業者や交通管理者とともに運

行ルートの安全性などの検討を行い、

運行に支障がないと判断しています

が、引き続き協議を行う予定です。 

18 今回の見直し案で提案されたルート

の通りに運行してほしい。 

ご理解いただき、ありがとうござい

ます。バスの利用状況については、区ウ

ェブサイトで情報公開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

（２）運賃に関する意見（９件） 

 意見等の概要 区の考え方 

基本運賃の見直しについて 

１ 現在の物価高騰の中、運賃を 200 円

に値上げすることは利用者の生活にも

直結する問題であるため、値上げをや

めてほしい。 

区内循環バスの運賃は、運行開始以

来、14 年間据え置いてきましたが、人

件費や燃料費等の運行経費が増加して

おり、見直しが必要な状況です。 

将来にわたり、事業を持続可能なも

のとするためには、適正な運賃設定が

必要と考えています。また、運賃の改定

に合わせて、福祉的な割引制度の導入

を検討していきます。 

２ 100 円だからこそ利用されていたこ

とも考えられる。値上げにより利用者

が減少することが想定されるが、収支

のシミュレーションは行っているの

か。 

都内の自治体が行った運賃値上げの

事例を参考に、収支のシミュレーショ

ンを行っています。その結果について

は、パブリック・コメントの資料に掲載

のとおりです。 

なお、令和７年度の区民アンケート

では、回答者の約半数が運賃の見直し

について肯定的な意見となっていま

す。 

３ 他の公共交通機関との公平性から運

賃が見直されたが、例えば都営バスよ

りも運行距離が短く、かつ、双方向運行

を行っていないバスであるのに、同額

程度の運賃となることは納得できな

い。 

バス事業には様々な移動サービスの

形態がありますが、都営バス及び区内

循環バスは、決まった時間に決まった

ダイヤ通りに運行する「路線定期運行」

です。運賃についても、東京 23 区内に

おいては都営バスも「均一運賃制」を採

用しており、移動サービスの提供内容

は同等であると考えます。 

また、都営バスは中短距離の移動（近

隣区・区内）、区内循環バスは短距離の

移動（主に区内）というように、バスご

との役割を、墨田区地域公共交通計画

の中で整理しています。 
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４ 現在、区内循環バスを利用していな

い区民に利用してもらうよう、長期的

な増収策を検討しているか。 

増収策については、重要な課題であ

ると考えています。そのためにも、公共

交通を理解し利用してもらうため、モ

ビリティ・マネジメント（公共交通の利

用促進の取組）に取り組んでいきます。 

また、利用促進の方策や広告収入な

どについて、運行事業者と協力しなが

ら取り組んでいきます。 

５ 基本運賃の見直しには賛成できる。 ご理解いただきありがとうございま

す。収支状況については、区ウェブサイ

トで情報公開していきます。 

運賃の割引について 

６ 高齢者の割引については、年齢など

をどのように想定しているか。 

割引の詳細な内容については、現在

検討を進めていますが、例えば、東京都

シルバーパスの対象年齢である 70 歳

以上などが考えられます。 

７ 高齢者割引の導入については、収支

率や継続性を踏まえ、段階的な対応と

するなど、慎重な判断をすべきだ。 

運賃の値上げによって、高齢者の外

出機会に影響が生じないように、高齢

者の割引制度を検討しています。制度

導入にあたっては、収支率などの指標

にも配慮していきます。 

８ 東京都シルバーパスを区内循環バス

でも使用できるようにしてほしい（他

区のコミュニティバスでは利用可能な

バスもある。）。 

東京都シルバーパスは都福祉保健局

の事業として、対象の運行事業者に補

助金が補填される仕組みですが、自治

体が運行するコミュニティバスは制度

の対象外となっています。 

なお、高齢者割引については、割引制

度導入の検討を進めています。 

※他区で利用できるケースが見られま

すが、これは都からの補助ではなく、自

治体の予算で運賃相当分を運行事業者

に補助しています。 
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９ 乗継券をこれまでと同様に発行して

ほしい。 

運行経費の増加に伴い、基本運賃を

見直しますが、乗継券についても他の

公共交通機関との公平性や収支バラン

ス等を踏まえ、廃止します。ご理解のほ

ど、よろしくお願いします。 

 

（３）押上駅への乗り込みに関する意見（10 件） 

 意見等の概要 区の考え方 

押上駅交通広場への乗り込みを廃止することについて 

１ 押上駅への乗り込みがされないこと

により、駅間の電車移動が必要となり、

利用者の負担が増加する。 

押上駅周辺の渋滞は、大幅な遅延の

原因となり、公共交通に重要な定時性

の確保に影響を与えます。また、運転士

の適正な配置にも支障が生じることか

ら、運行事業者からも見直しを求めら

れています。 

移動にご負担をおかけしますが、他

の交通機関もあわせて、ご利用いただ

きますようお願いします。 

 

 

２ 押上駅への乗り込みがされないこと

により、大幅な利用者の減少が見込ま

れる。 

押上駅停留所をご利用される方は多

く、押上駅を経由しないと利用者の減

少も想定されますが、区民の移動実態

などのほか、定時性の確保などを総合

的に勘案して見直しています。 

区民の移動実態では、押上駅以外へ

の移動需要（京成曳舟駅など）も多く確

認されており、見直しによって、区民の

利便性向上につながるものと考えま

す。 

 

 

３ 交通広場内ではなく、押上駅に通じ

る別の出入口付近にバス停を設置する

ことはできないのか。 

停留所の設置については、今後の検

討になります。 

いただいたご意見も踏まえ、交通管

理者等と協議を進めていきます。 
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４ 今回の見直しにより、押上駅での乗

り継ぎはできなくなるのか。 

押上駅での乗り継ぎを廃止するなら

ば、少ない便数でよいので区全体を大

きく繋ぐルートを検討してほしい。

（例：区の南北を乗り継ぎなしで行け

るルート、北西部ルートと北東部ルー

トを八の字で連続して運行するルート

など） 

押上駅での乗継券は廃止する予定で

す。他の公共交通機関との公平性や、収

支バランス等を踏まえて検討した結果

ですので、乗継券の廃止にご理解いた

ウーとだけるようお願いします。 

また、大回りルートの計画提案につ

いては、区民アンケートにおいて「区内

循環バスは、遠回りで時間がかかる」と

いう意見も多いほか、移動実態の観点

からも移動ニーズは少ないものと考え

ます。 

５ 区の保健所は、南部の１か所に統合

されたため、押上駅での乗り継ぎを廃

止すると、北部の居住者にとってアク

セスが更に不便になる。特に障害者は

上下移動を伴う鉄道駅での乗り換えが

難しいため、乗り継ぎについて検討し

てほしい。 

すみだ保健子育て総合センターは、

徒歩４分の場所に都営バスの停留所も

あり、一定の交通利便性は確保されて

いると考えています。また、鉄道駅のバ

リアフリー化は、各事業者が事業計画

に基づき取り組んでいます。 

区としましては、今年度策定される

「バリアフリー基本構想」に基づき、よ

り利用しやすい駅となるよう、事業者

に働きかけていきます。 

今後も、区内循環バスだけでは解決

できない課題について、まちづくりの

側面で取り組んでいきます。 

６ 利用者が多い時間帯だけでも、押上

駅に乗り入れるべきではないか。 

特定の時間帯のみ、運行ルートを変

更して押上駅に乗り入れる対応は、運

行ダイヤの設計上からも難しいと判断

しています。 

 

７ 押上駅の新しい交通広場が整備され

るまで、ルートの見直しを保留しては

どうか。 

区内循環バスを含め、公共交通を取

り巻く交通環境の課題は、区民の移動

実態等を踏まえ、早急に解決に向けて 

取り組むべきと考えています。今後、交

通広場が整備されるなど、まちづくり

が進展した場合には、必要に応じて運

行ルートの見直しを行います。 
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８ 押上駅で結節しないのであれば、南

部ルートも含め、３ルートとも京成曳

舟駅で結節することはできないのか。 

 仮に、南部ルートも京成曳舟駅へ乗

り込みをさせた場合、１周にかかる所

要時間が増大することから、困難であ

ると考えています。 

 

押上駅交通広場周辺の渋滞について 

９ ルートの見直しより、先に押上駅交

通広場周辺の渋滞対策を講じるべきで

はないか。 

押上駅周辺の渋滞に関しては、商業

施設の管理者や交通管理者と対策につ

いて協議を重ね、渋滞の年間発生日数

は減少しています。 

今後も各関係機関と連携し、対策を

講じていきます。 

10 渋滞対策のため、人と車両の流動も

踏まえたまちづくりを計画してほし

い。 

まちづくりは、周辺交通への影響も

予測・検討しながら、進めていきます。 

 

（４）利用実態の把握に関する意見（２件） 

 意見等の概要 区の考え方 

１ 利用目的を含め、利用実態を正確に

把握しているのか。 

令和３年度の利用実態調査では、ご

乗車いただいた利用者の方へ、利用目

的のほか、利用区間、利用頻度等を尋ね

ています。主な利用目的は、通勤・通学、

買い物等の区民の日常利用が多く、観

光の利用は極めて少ないことが分かっ

ています。 

また、令和５年度及び６年度に実施

したアンケートにおいても、区内循環

バスを含めた交通機関の利用状況とと

もに、利用目的を調査していますが、区

内循環バスの利用目的は、令和３年度

利用実態調査と同様の傾向が見られま

す。 



 

10 

 

２ 実施したアンケートとビッグデータ

分析は、現在の利用者のデータである

ことから、潜在的な需要を把握できて

いないのではないか。 

区民アンケートの対象者は無作為に

抽出したもので、ビッグデータは携帯

電話の位置情報から分析した人流デー

タであるため、バス利用者だけでなく、

区内の移動実態を的確に捉えたものと

なっています。 

 

（５）区民意見の聴取に関する意見（３件） 

 意見等の概要 区の考え方 

１ 見直しにあたり、バスの利用者の意

見を正確に捉えているのか。また、区民

アンケートの票数は十分であったの

か。 

見直しにあたっては、区内循環バス

利用者以外の意見も重要であると考え

ており、区民アンケートのほか、イベン

ト等により、幅広く区民意見の把握に

努めてきました。また、令和７年５月に

実施した区民アンケートは、区全体の

人口から意向を把握するために必要と

される 5,100 票を発送し、統計上で有

効とされる３割の回答数を回収できて

います。 

２ バスの利用者に対し、見直し案など

を十分に周知できているのか。 

令和７年５月 11 日号の区のお知ら

せ（１面）に、「区内循環バスの今とこ

れからを考えよう」の記事を掲載した

ほか、区ウェブサイト、区公式 SNS 等

での発信、イベントでのパネル展示な

どにより、区内循環バスが抱える課題

や見直しの考え方等について、区民の

理解が得られるよう努めてきました。 

また、説明会の開催案内は、停留所で

の掲示、バス車内や公共施設での配架

など、幅広く周知しています。 

３ 引き続き、説明会の実施や区民の意

見を聞く機会を設けて、早急な見直し

を行わないべきだ。 

（５）２のとおり、様々な周知や複数

回の説明会を実施し、慎重に検討を進

めてきました。現時点では、現在の案を

見直す考えはありませんが、まちづく

りが進展した場合には、必要に応じて

運行ルートの見直しを行います。 
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（６）その他の意見（11 件） 

 意見等の概要 区の考え方 

１ 昨今は民間バスでも停留所やバス路

線の廃止が進んでいる。区内に多く運

行する都営バスが将来どうなるかにつ

いても加味しているか。 

区内循環バスの見直しは、都営バス

も参画する墨田区地域公共交通活性化

協議会の中で検討してきました。今後

も、同協議会において、様々な交通環境

の変化を捉え、必要に応じて適切に見

直しを行います。 

２ 今回の見直しにあたっては近隣区の

コミュニティバス等、他自治体が主体

となって運行する交通と比較して検討

を行ったのか。 

近隣区におけるコミュニティバス等

の状況については把握しています。し

かしながら、運行事業者や運営形態、運

行事業者に対する補助金の支出状況、

区内交通環境も異なるため、一概に比

較することは困難だと考えています。 

３ 今回の見直しに伴い、デマンド交通

など、他の交通手段の導入を検討して

いないのか。 

令和４年度に、八広・東墨田・立花エ

リアでデマンド交通の実証運行を約２

ヶ月間実施しましたが、道路幅員に応

じた車両サイズ、乗車可能人数を踏ま

えた運賃設定など、いくつかの課題が

明らかになっています。 

令和６年度に策定した墨田区地域公

共交通計画では、デマンド交通を含め、

新たな交通の導入について検討するこ

ととしており、今年度は、文花団地の周

辺において、グリーンスローモビリテ

ィの実証運行を行っています。 

４ 押上駅と京成曳舟駅を経由するリバ

ーサイド隅田のシャトルバスを活用す

ることはできないのか。 

ご指摘のシャトルバスは、公共交通

機関ではなく、特定の施設利用者のた

めのバスとなっています。 

路線バスの事業と道路運送法上の許

可区分が異なるため、現時点で活用す

る考えはありません。 



 

12 

 

５ スマートフォン等で見ることができ

るリアルタイムの運行情報について、

正常に機能していないことがあるため

改善してほしい。 

大きな遅延が発生した際、リアルタ

イムの運行情報（バスロケーションシ

ステム）が正常に表示されない場合が

あり、ご迷惑をおかけしています。運行

事業者及びシステム事業者と、改善に

向けて取り組んでおりますので、しば

らくお待ちください。 

６ 運転士不足を解消するために、区は

運転士の処遇改善など、運行事業者に

補助を行っているのか。 

区は運行事業者に直接的な補助を行

っていませんが、イベント等において

運転士募集の案内を掲出するなど、広

報面での支援を行っています。 

７  見直し案のルートに変更後は、バス

の代わりに鉄道の利用をしなければな

らない区間があり、障害のある人など

は移動に困難を伴うことになる。 

障害者や高齢者などの移動制約者に

対する移動サービスについては、墨田

区地域公共交通計画の施策の一つとし

て検討していきます。 

８  見直し後も、以前のようにバス停に

到着する時刻を一定（規則的なダイヤ）

としてほしい。 

運行ダイヤについては、利用者に分

かりやすいダイヤとなるよう、検討し

ていきます。 

９  観光客やインバウンドの需要を伸ば

すように、宣伝をすべきだ。 

区内の公共交通マップを作成するな

ど、多くの方に公共交通機関をご利用

いただけるような取組を行っていきま

す。 

10  区の予算で運行事業者に対する補助

を充実させ、見直しによる削減をしな

いでほしい。 

人件費や燃料費等の増加により、運

行事業者に対する区の補助額は年々増

加しています。将来にわたり、事業を継

続していくためには、必要な見直しと

考えています。 

また、区内循環バスを一度も利用し

たことがない方などもいらっしゃるた

め、利用者には適正な運賃のお支払い

をお願いするものです。 

11  近隣区のように、シルバーパスの購

入費用を負担してほしい。 

令和８年度から、シルバーパスを

12,000 円で購入した対象要件を満たす

方に対して、購入費の一部を補助し、実

質 1,000 円で購入可能となる費用助成

を行う予定です。 

 


